
☆***********************************************************************☆ 

 

         ニッセイメール配信サービス（メルマガ） 

                 

    【メルマガ内容】 

 

        厚年基金（ ）  ＤＢ基金（ ）  ＤＢ規約（ ） 

        ＤＣ  （ ）  会計基準（ ）  その他 （○） 

 

        【タイトル】政府税制調査会、中期答申をとりまとめ 

 

☆***********************************************************************☆ 

 

 

平素より当社社業につき格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

 

政府税制調査会は、２０１９年９月２６日に総会を開き、中期答申「経済社会の 

構造変化を踏まえた令和時代の税制のあり方」をとりまとめました。 

 

中期答申では「令和時代の税制のあり方」として、以下の項目が挙げられています。 

 １．人口減少・少子高齢化への対応 

 ２．働き方やライフコースの多様化等への対応 

 ３．経済のグローバル化やデジタル化等への対応 

 ４．デジタル時代における納税環境の整備と適正・公平な課税の実現 

 ５．持続可能な地方税財政基盤の構築 

 

このうち、２.「働き方やライフコースの多様化等への対応」の中で、「企業年金・ 

個人年金等に関する公平な税制の構築」としては、次のように述べられています。 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

＜以下、抜粋＞ 

 

 人生 100 年時代において、働き方やライフコースが多様化しており、全世代型社会 

保障の構築と合わせて、一人ひとりの個人が老後の生活に備えるための準備を公平 

に支援するための税制の構築が求められている。 

 我が国においては、これまで企業年金や個人型確定拠出年金（iDeCo）等の私的年 



金に関する税制が段階的に整備・拡充されてきた中、働き方の違い等によって税制 

の適用関係が異なることや、各制度それぞれで非課税拠出枠の限度額管理が行われ 

ていることといった課題がある。 

 諸外国の例を見ると、企業年金・個人年金等の私的年金が老後の生活の重要な支 

えになっており、働き方によって税制上の取扱いに大きな違いが生じないよう配慮 

する仕組みも整備されている。例えばイギリスやカナダにおいては、加入している 

私的年金等の組み合わせにかかわらず同様の非課税拠出を行えるよう、各種私的年 

金に共通の非課税拠出限度額を設けており、働き方の違い等によって有利・不利が 

生じないような仕組みとなっている。また、諸外国では、拠出・運用段階は一定の 

限度額まで非課税としつつ、給付段階においては、我が国のような年金収入に対す 

る大きな控除はなく、基本的に課税とする例が多くなっている。諸外国の個人所得 

課税における負担調整では、特定の収入にのみ適用される所得計算上の控除ではな 

く、人的控除の役割が大きいことは、上述のとおりである。 

 我が国においても、こうした諸外国の例も参考にしつつ、働き方の違い等によって 

有利・不利が生じないような企業年金・個人年金等に関する税制上の取扱いについ 

て検討するとともに、拠出・運用・給付の各段階を通じた適正な税負担のあり方に 

ついても検討する必要がある。 

 退職給付に係る税制についても、給付が一時金払いか年金払いかによって取扱いが 

大きく異なり、退職給付のあり方に対して中立的ではなく、また、勤続期間が 20 年 

を超えると一年あたりの控除額が増加する仕組みが、転職の増加など働き方の多様 

化を想定していないとの指摘がある。 

 退職金も含めた賃金形態の多様化や転職機会の増加などが進む中、給与・退職一時 

金・年金給付の間の税負担のバランスについても、働き方やライフコースの多様化 

を踏まえた丁寧な検討が必要である。 

 こうした課題については、諸外国と我が国では雇用慣行等の経済社会環境や公的年 

金制度に違いがあることや、企業年金・個人年金等は企業の退職給付のあり方や個 

人の生活設計にも密接に関係することなどを踏まえ、その検討を丁寧に行い、関係 

する税制の包括的な見直しを行っていくべきである。 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

当日の資料は、次の内閣府ＨＰでご確認ください。 

https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2019/1zen28kai.html 

 

 

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



 日本生命保険相互会社 

 団体年金部 

 団体年金コンサルティング課 

 年金 NEWS・基金照会窓口 

 ＴＥＬ 03-5533-5572 

 ＦＡＸ 03-5533-5228 

  E-mail kikinmadoguti@nissay.co.jp 


